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消防災第1 0 0号

平成6年4月2 1日

消 防 庁 長 官

火災報告取扱要領の全部改正について（通知）

火災報告取扱要領（昭和4 3年1 1月1 1日付け消防総第3 9 3号、以下「要

領」という。）については、統計処理の電算化、報告事項の多様化等に対応する

ため、数次の改正を行 っ てきている。 しかし、 近年社会生活の多様化、都市構造、

建築構造等の変化、危険物の増大等により災害事象がますます多様化し、ホテル、

旅館、地下街等不特定多数の者が出入りする建物等の火災やガス爆発等依然とし

て大きな被害を伴う火災が後を絶たない状況である。また、 将来の効果的な予防

(_ 行政を推進するうえで、火災報告による情報 ・ 統計の蓄積とその的確な処理分折

により得られるデータが重要となっている。 このことから、多様化する災害事象

を的確に把握するため、火災報告取扱要領の全部を別紙のとおり改正し、平成7

年1月」日から実施することとしたので通知する。

今回の主な改正点は下記のとおりであるので、 貴職におかれては、 こ れらの改

正趣旨を踏まえ、今後の要領の取扱いに万全を期せられるとともに、 貴管下市町

村に周知撒底を図られたい。

記





.. 、

21 火災摂害に苺免損害を加えたこと。

22 負佳者の状況について、 負傷程度、 避難方法等を加えたこと こ

（3〕第3 死者の 表について（第1号芸：：：：：その3)

火災による死者の祖査記入（記載）要領（昭和53年消防予第244号）に基づ

＜閂歪を加えたこと。

(4〕第5 火災四半期報（第3号様式）

火災四半期報として、 「毎四半期」、 「上半胡」、 「1生間」で仝表す

る 、一と。

［ 5〕実施時期

威7年1月1日から実施する。
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